
1 　対象地区の現状
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2  対象地区の課題

3  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　沖ヶ浜田集落の農地利用は、中心経営体である認定農業者の３経営体と基本構想水準到達
者２経営体及び認定農業者法人の３経営体が担うとともに、集落営農組織や地区外の法人の
受入れを促進することにより対応していく。

　経営転換・リタイアする農業者は農地中間管理機構へ積極的に貸付ける。

ⅱうち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 20.4

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕地面積の合計 1.5

(備考)

　沖ヶ浜田地区は、市内他地区に比べ圃場整備が充実しているとともに、さとうきびを原料
とした伝統的な黒糖づくりが受け継がれ、農業を基軸とした生活圏が広がっている。しか
し、地域や農家の高齢化率は高くなっており、集落内での拡大志向もあまり見られず、現状
維持または縮小志向の農家が多い。また、新規の後継者もいない状況にある。今後、貸出等
を希望する面積が増加の傾向にあり、新たな農地の受け手の確保が必要となっていることか
ら、中心経営体への集積と合わせ農地中間管理機構への貸付を推進し、遊休地化を防ぐこと
が重要である。

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 49.6

③地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 22.0

ⅰうち後継者未定の農業者の耕地面積の合計 1.5

西之表市

①地区内の耕地面積 84.5

実質化された人・農地プラン

市町村名
対象地区名

作成年月日 直近の更新年月日
(地区内集落名)

沖ヶ浜田地区
令和3年3月

(沖ヶ浜田集落)



(参考)　中心経営体

「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。

注1:
「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者
は「認就」、法人化や農地集積を行うことが確実である市町村が判断する集落営農は「集」、基本
構想水準到達者は「到達」と記載します。

注2:

注3:

沖ヶ浜田

計 10経営体 15.0ha 16.5ha

Ｊ
青果用甘しょ、
澱粉用甘しょ 1.8ha

青果用甘しょ、
澱粉用甘しょ 2.8ha

「今後の農地の引き受け意向」欄については、現状からおおむね5年から10年後の意向を記載し
ます。

沖ヶ浜田

認農法 Ｈ 青果用甘しょ 2.3ha 青果用甘しょ 2.3ha 沖ヶ浜田

認農法 Ｇ 青果用甘しょ、肉用牛 0.5ha 青果用甘しょ 1.0ha

沖ヶ浜田

認農法 Ｆ さとうきび ― さとうきび ― 沖ヶ浜田

到達 Ｅ
さとうきび、澱粉
用甘しょ、肉用牛 0.9ha

さとうきび、澱粉
用甘しょ、肉用牛 0.9ha

さとうきび、落花生、青果
用甘しょ、澱粉用甘しょ 1.1ha さとうきび、落花生、青果

用甘しょ、澱粉用甘しょ 1.1ha 沖ヶ浜田

認農 Ｃ
青果用甘しょ、バレイ
ショ、さとうきび、澱粉用
甘しょ、水稲、パッション
フルーツ

1.9ha
青果用甘しょ、バレイ
ショ、さとうきび、澱粉用
甘しょ、水稲、パッション
フルーツ

1.9ha

Ｉ さとうきび、落花生、青果
用甘しょ、澱粉用甘しょ 1.2ha さとうきび、落花生、青果

用甘しょ、澱粉用甘しょ 1.2ha 沖ヶ浜田

沖ヶ浜田

認農 Ｂ
さとうきび、肉用
牛、水稲、飼料作
物

2.1ha
さとうきび、肉用
牛、水稲、飼料作
物

2.1ha 沖ヶ浜田

認農 Ａ
スナップ、青果用甘しょ、
さとうきび、バレイショ、
澱粉用甘しょ、加工用甘
しょ

3.2ha
スナップ、青果用甘しょ、
さとうきび、バレイショ、
澱粉用甘しょ、加工用甘
しょ

3.2ha

沖ヶ浜田

到達 Ｄ

属性

農業者 現　　状 今後の農地の引き受けの意向

(氏名・名称) 経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲



4  3の方針を実現するため必要な取り組みに関する方針(任意記載事項)

(参考)農地の貸付け等の意向(任意記載事項)

1

計

注: 農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認した面積を農地利用最適
化交付金の成果実績払いの対象とする場合には、人・農地プランにおいて地番、面積を記載す
ることが必要です。

35件 47,029㎡ 0㎡ 0㎡

安納3276　他34件 47,029㎡

農地の所在(地番)
貸付け等の区分(㎡)

貸付け 作業委託 売渡

▽農地中間管理機構の活用方針

　基本的には、法人や拡大志向農家等の中心的経営体への集約化を目指し、農地所有者等
は、出し手・受け手にかかわらず、原則として農地を機構に貸し付けていく。

▽作物生産に関する取り組み方針

　本地区は、島内でも伝統的な「黒糖」の生産地としても知られ、独自のさとうきび需給
体制が整っている。引き続き地域の伝統的産物であるさとうきびの振興を図る。

▽鳥獣被害防止対策への取り組み方針

　被害のある本地区山手側においては、共同で侵入防止柵の設置等に取り組むとともに市
の鳥獣対策会議と協力して、捕獲の充実に取り組んでいく。

▽農地の貸付けの意向

　貸付けの意向が確認された農地は、３５筆４７，０２９㎡となっている。


